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１月２５日（金）に中国から持ち込まれた豚肉製品から、

実際に感染力を持つ

アフリカ豚コレラの

生きたウイルス が分離されました。

２０１９年４月２２日から肉製品の違法な持込みへ

の対応が厳格化されます。

生産者、畜産関係者の皆様には、飼養衛生管理基準の遵

守と家畜伝染病発生地域への渡航自粛、衛生管理区域への病原

体の持ち込み防止と消毒、早期発見及び早期届出の再徹底につい

て改めてお願いします。

異常を発見したら直ちに通報しましょう！

平成３１年度第１号平成３１年４月４日



飼養衛生管理基準の再徹底をお願いします。

異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで
電話： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 6 6 F A X ： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 0 8
夜間・土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 3 5 - 8 0 0 5

土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 4 4 - 7 8 6 8


